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町田市個人情報保護条例の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例 

（町田市高齢者福祉センター条例の一部改正） 

第１条 町田市高齢者福祉センター条例（昭和４５年３月町田市条例第９号）の一部

を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

第１２条 削除 第１２条 指定管理者は、第１０条に規定する

業務を行うに当たり町田市個人情報保護条例

（平成元年３月町田市条例第５号）に定める

個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の

漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報

の適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。 

（損害賠償の義務） （損害賠償の義務） 

第１６条 利用者は、施設、器具等を故意若し

くは重大な過失により毀損し、又は滅失した

ときは、その損害を賠償しなければならない。

ただし、市長がやむを得ない理由があると認

めるときは、賠償額を減額し、又は免除する

ことができる。 

第１６条 利用者は、施設、器具等を故意若し

くは重大な過失によりき損し、又は滅失した

ときは、その損害を賠償しなければならない。

ただし、市長がやむを得ない理由があると認

めるときは、賠償額を減額し、又は免除する

ことができる。  

（町田市立公園条例の一部改正） 

第２条 町田市立公園条例（昭和４５年１２月町田市条例第３８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

第１２条 削除 第１２条 指定管理者は、第１０条に規定する

業務を行うに当たり町田市個人情報保護条例
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（平成元年３月町田市条例第５号）に定める

個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の

漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報

の適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。  

（町田市学童保育クラブ設置条例の一部改正） 

第３条 町田市学童保育クラブ設置条例（昭和４７年３月町田市条例第１２号）の一

部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

 第９条 指定管理者は、第７条各号に規定する

業務を行うに当たり町田市個人情報保護条例

（平成元年３月町田市条例第５号）に定める

個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の

漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報

の適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。 

（指定管理者の指定の取消し等） （指定管理者の指定の取消し等） 

第９条 略 第９条の２ 略 
 

（町田市授産センター条例の一部改正） 

第４条 町田市授産センター条例（昭和５６年３月町田市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 
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 （個人情報の保護） 

第１１条 削除 第１１条 指定管理者は、第９条に規定する業

務を行うに当たり町田市個人情報保護条例

（平成元年３月町田市条例第５号）に定める

個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の

漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報

の適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。   

（町田市大賀藕絲
ぐ う し

館条例の一部改正） 

第５条 町田市大賀藕絲
ぐ う し

館条例（平成２年３月町田市条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

第１１条 削除 第１１条 指定管理者は、第９条に規定する業

務を行うに当たり町田市個人情報保護条例

（平成元年３月町田市条例第５号）に定める

個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の

漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報

の適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。   

（町田市原町田一丁目自動車駐車場に関する条例の一部改正） 

第６条 町田市原町田一丁目自動車駐車場に関する条例（平成５年６月町田市条例第

１６号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 
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改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、道路法（昭和２７年法律

第１８０号）第２条第２項第７号に規定する

道路の附属物である自動車駐車場（以下「駐

車場」という。）の設置及び管理について必

要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、道路法（昭和２７年法律

第１８０号）第２条第２項第６号に規定する

道路の附属物である自動車駐車場（以下「駐

車場」という。）の設置及び管理について必

要な事項を定めるものとする。 

 （個人情報の保護） 

第９条 削除 第９条 指定管理者は、第７条に規定する業務

を行うに当たり町田市個人情報保護条例（平

成元年３月町田市条例第５号）に定める個人

情報を取り扱うときは、当該個人情報の漏え

い、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適

正な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。 

（町田市わくわくプラザ条例の一部改正） 

第７条 町田市わくわくプラザ条例（平成５年６月町田市条例第１８号）の一部を次

のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

第９条 削除 第９条 指定管理者は、第７条に規定する業務

を行うに当たり町田市個人情報保護条例（平

成元年３月町田市条例第５号）に定める個人

情報を取り扱うときは、当該個人情報の漏え

い、滅失及びき損の防止その他個人情報の適

正な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。 
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（原状回復の義務） （原状回復の義務） 

第２０条 利用者は、会議室等の利用を終了し

たとき、又は前条の規定により利用の承認を

取り消され、若しくは利用を停止されたとき

は、直ちに会議室等を原状に回復しなければ

ならない。 

第２０条 利用者は、会議室等の利用を終了し

たとき又は前条第１項の規定により利用の承

認を取り消され、若しくは利用を停止された

ときは、直ちに会議室等を原状に回復しなけ

ればならない。 

  

 

（町田市特定公共賃貸住宅条例の一部改正） 

第８条 町田市特定公共賃貸住宅条例（平成８年３月町田市条例第１１号）の一部を

次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

第３５条 削除 第３５条 指定管理者は、第３３条に規定する

業務を行うに当たり町田市個人情報保護条例

（平成元年３月町田市条例第５号）に定める

個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の

漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報

の適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。   

（町田市通所療育施設条例の一部改正） 

第９条 町田市通所療育施設条例（平成９年３月町田市条例第５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

第１１条 削除 第１１条 指定管理者は、第９条に規定する業

務を行うに当たり町田市個人情報保護条例

（平成元年３月町田市条例第５号）に定める

個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の
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漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報

の適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。  

（町田市子どもセンター条例の一部改正） 

第１０条 町田市子どもセンター条例（平成１１年３月町田市条例第１０号）の一部

を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

 第１１条 指定管理者は、第９条各号に規定す

る業務を行うに当たり町田市個人情報保護条

例（平成元年３月町田市条例第５号）に定め

る個人情報を取り扱うときは、当該個人情報

の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人

情報の適正な管理のために必要な措置を講じ

なければならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。 

（指定管理者の指定の取消し等） （指定管理者の指定の取消し等） 

第１１条 略 第１１条の２ 略 

（使用の手続等） （使用の手続等） 

第１２条 略 第１２条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 市長は、次の各号のいずれかに該当すると

きは、第１項の使用の承認をしないものとす

る。 

３ 市長は、次の各号の一に該当するときは、

第１項の使用の承認をしないものとする。 

（１）～（５）略 （１）～（５）略 

（使用承認の取消し等） （使用承認の取消し等） 

第１４条 市長は、第１２条第１項の承認を受

けた者（以下「使用者」という。）が、次の

第１４条 市長は、第１２条第１項の承認を受

けた者（以下「使用者」という。）が、次の
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各号のいずれかに該当するときは、使用の承

認を取り消し、使用を制限し、又は使用の停

止を命ずることができる。 

各号の一に該当するときは、使用の承認を取

り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命

ずることができる。 

（１）～（５）略 （１）～（５）略 

２ 略 ２ 略  

（町田市介護保険条例の一部改正） 

第１１条 町田市介護保険条例（平成１２年３月町田市条例第３３号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （事業者等の責務） 

第４条 削除 第４条 法に定める保険給付を行う事業者及び

施設（以下「事業者等」という。）は、事業

者等が提供するサービスを利用する者及びそ

の家族（以下「本人等」という。）の個人情

報の運用に当たっては、町田市個人情報保護

条例（平成元年３月町田市条例第５号）の趣

旨を尊重するものとする。 

 ２ 事業者等は、本人等から本人等に係る個人

情報の開示又は訂正の申出があったときは、

誠実に対応するものとする。  

（町田市高齢者在宅サービスセンター条例の一部改正） 

第１２条 町田市高齢者在宅サービスセンター条例（平成１２年３月町田市条例第３

５号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

第７条 削除 第７条 指定管理者は、第５条各号に規定する

業務を行うに当たり町田市個人情報保護条例

（平成元年３月町田市条例第５号）に定める

個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の

漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情

報の適正な管理のために必要な措置を講じな
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ければならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。  

（町田市急患センター条例の一部改正） 

第１３条 町田市急患センター条例（平成１４年１２月町田市条例第５６号）の一部

を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

第７条 削除 第７条 指定管理者は、第５条に規定する業務

を行うに当たり町田市個人情報保護条例（平

成元年３月町田市条例第５号）に定める個人

情報を取り扱うときは、当該個人情報の漏え

い、滅失及びき損の防止その他個人情報の適

正な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。  

（町田市民ホール条例の一部改正） 

第１４条 町田市民ホール条例（平成１７年６月町田市条例第１９号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

第７条 削除 第７条 指定管理者は、第５条に規定する業務

を行うに当たり町田市個人情報保護条例（平

成元年３月町田市条例第５号）に定める個人

情報を取り扱うときは、当該個人情報の漏え

い、滅失及びき損の防止その他個人情報の適
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正な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。 

  

 

（町田市体育施設条例の一部改正） 

第１５条 町田市体育施設条例（平成１７年６月町田市条例第３４号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

第７条 削除 第７条 指定管理者は、第５条に規定する業務

を行うに当たり町田市個人情報保護条例（平

成元年３月町田市条例第５号）に定める個人

情報を取り扱うときは、当該個人情報の漏え

い、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適

正な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。  

（町田市自然休暇村条例の一部改正） 

第１６条 町田市自然休暇村条例（平成１７年６月町田市条例第３６号）の一部を次

のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

第７条 削除 第７条 指定管理者は、第５条に規定する業務

を行うに当たり町田市個人情報保護条例（平

成元年３月町田市条例第５号）に定める個人

情報を取り扱うときは、当該個人情報の漏え
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い、滅失及びき損の防止その他個人情報の適

正な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。 

  

 

（町田市ふるさと農具館条例の一部改正） 

第１７条 町田市ふるさと農具館条例（平成１７年１０月町田市条例第４６号）の一

部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

第６条 削除 第６条 指定管理者は、第４条に規定する業務

を行うに当たり町田市個人情報保護条例（平

成元年３月町田市条例第５号）に定める個人

情報を取り扱うときは、当該個人情報の漏え

い、滅失及びき損の防止その他個人情報の適

正な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。  

（町田市七国山ファーマーズセンター条例の一部改正） 

第１８条 町田市七国山ファーマーズセンター条例（平成１７年１０月町田市条例第

４７号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

第６条 削除 第６条 指定管理者は、第４条に規定する業務

を行うに当たり町田市個人情報保護条例（平

成元年３月町田市条例第５号）に定める個人
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情報を取り扱うときは、当該個人情報の漏え

い、滅失及びき損の防止その他個人情報の適

正な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。  

（町田市文化交流センター条例の一部改正） 

第１９条 町田市文化交流センター条例（平成１９年１２月町田市条例第４５号）の

一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

第７条 削除 第７条 指定管理者は、第５条に規定する業務

を行うに当たり町田市個人情報保護条例（平

成元年３月町田市条例第５号）に定める個人

情報を取り扱うときは、当該個人情報の漏え

い、滅失及びき損の防止その他個人情報の適

正な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。 

（利用の手続等） （利用の手続等） 

第１１条 施設等（自動車駐車場及び自転車駐

車場（以下「自動車駐車場等」という。）を

除く。以下この条、次条及び第１９条におい

て同じ。）を利用しようとする者は、指定管

理者に申請し、その承認を受けなければなら

ない。 

第１１条 施設等（自動車駐車場及び自転車駐

車場（以下「自動車駐車場等」という。）を

除く。以下この条、第１２条及び第１９条に

おいて同じ。）を利用しようとする者は、指

定管理者に申請し、その承認を受けなければ

ならない。 

２・３ 略 ２・３ 略 

（自動車駐車場等における禁止行為） （自動車駐車場等における禁止行為） 

第２２条 自動車駐車場等においては、次に掲

げる行為をしてはならない。 

第２２条 自動車駐車場等においては、次に掲

げる行為をしてはならない。 
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（１）略 （１）略 

（２）自動車駐車場等の施設又は設備を汚損し、

又は毀損すること。 

（２）自動車駐車場等の施設又は設備を汚損し、

又はき損すること。 

（３）・（４）略 （３）・（４）略  

（町田市フォトサロン条例の一部改正） 

第２０条 町田市フォトサロン条例（平成２０年１２月町田市条例第４２号）の一部

を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

第８条 削除 第８条 指定管理者は、第６条に規定する業務

を行うに当たり町田市個人情報保護条例（平

成元年３月町田市条例第５号）に定める個人

情報を取り扱うときは、当該個人情報の漏え

い、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適

正な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。  

（町田市鶴川緑の交流館条例の一部改正） 

第２１条 町田市鶴川緑の交流館条例（平成２３年６月町田市条例第２３号）の一部

を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

第８条 削除 第８条 指定管理者は、第６条に規定する業務

を行うに当たり町田市個人情報保護条例（平

成元年３月町田市条例第５号）に定める個人

情報を取り扱うときは、当該個人情報の漏え

い、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適

正な管理のために必要な措置を講じなければ
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ならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。  

（町田市小野路宿里山交流館条例の一部改正） 

第２２条 町田市小野路宿里山交流館条例（平成２６年６月町田市条例第２３号）の

一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

第７条 削除 第７条 指定管理者は、第５条に規定する業務

を行うに当たり町田市個人情報保護条例（平

成元年３月町田市条例第５号）に定める個人

情報を取り扱うときは、当該個人情報の漏え

い、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適

正な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。  

（町田市子ども創造キャンパスひなた村条例の一部改正） 

第２３条 町田市子ども創造キャンパスひなた村条例（平成３０年７月町田市条例第

３２号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

第８条 削除 第８条 指定管理者は、第６条に規定する業務

を行うに当たり町田市個人情報保護条例（平

成元年３月町田市条例第５号）に定める個人

情報を取り扱うときは、当該個人情報の漏え

い、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適
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正な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。  

（町田市立図書館条例の一部改正） 

第２４条 町田市立図書館条例（令和３年３月町田市条例第１５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

第７条 削除 第７条 指定管理者は、第５条に規定する業務

を行うに当たり町田市個人情報保護条例（平

成元年３月町田市条例第５号）に定める個人

情報を取り扱うときは、当該個人情報の漏え

い、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適

正な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。  

（町田市大地沢自然交流サイト条例の一部改正） 

第２５条 町田市大地沢自然交流サイト条例（令和４年３月町田市条例第９号）の一

部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （個人情報の保護） 

第７条 削除 第７条 指定管理者は、第５条に規定する業務

を行うに当たり町田市個人情報保護条例（平

成元年３月町田市条例第５号）に定める個人

情報を取り扱うときは、当該個人情報の漏え
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い、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適

正な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

 ２ 前項の業務に従事している者又は従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。  

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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